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定款等に定める事業

①中小漁業者等が資金借入れをすることにより金融機関に対し
て負担する債務の保証
②漁協等が（株）日本政策金融公庫の委託を受けて行なった中
小漁業者等の借入れに対して負担する債務の保証
③漁業経営改善促進資金の貸付け（未実施）
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長崎県

本県市町

県漁連

その他
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上記役員以外の顧問等

50代

408
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*
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非常勤

主な出資者

412,400

095-823-8171

県所管課

出資額(千円) 比率(％)
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17.64
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0.62

62.24

850-0035

１．団体の概要

団体名 長崎県漁業信用基金協会（特）
【設立目的、経緯】
中小漁業者等に対する貸付等について、その債務を保証するこ
とを主たる業務とし、中小漁業者等が必要とする資金の融資を
円滑にし、中小漁業の振興を図ることを目的とする。国の中小
漁業金融対策の一つとして設立されたもので、基金は水協組の
ほか都道府県等の出資による構成で、国の後ろ盾による再保
険の仕組みを確立することにより、協会の信用力を強化すると
ともに、保証による融資が適切に運営されるよう独立の法人を
設ける必要があった。
【根拠法】
中小漁業融資保証法（昭和27年法律第346号）

設立目的、経緯及び根拠法

℡

Fax

設立年月日 昭和28年7月21日

所在地等

095-827-0915

info@nafic.jpE-Mail

長崎市元船町17-1

うち県OB

12

*

1

合　計

非常勤 14

6

15 14

　常勤役員報酬年額(千円)

1人当たり人件費(R6、年代別)

　正規職員平均給料月額(千円)

R5 R6職員
（名）

6 6 7

10

水産部長 理事

県派遣又は兼務職員

派遣
県職員

兼務
県職員

309

30代

314

R4 賞与月数

4.6

*

R6

出資団体の概要（出資団体経営評価・診断表 様式①）

県の役職 団体での役職

1 1

R4
正規職員

区分

1

県からの常勤又は非常勤役員

1人当たり人件費(年度推移)

0 10

平均年齢

*

48
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 組 織 図

総会 497 名

理事会 10 名 事務局

理事長 1 名 参事 1 名

専務理事 1 名 事業部部長 1 名

非常勤理事 8 名 事業部調査役 1 名

事業部副調査役 2 名

事業部主事 1 名

監事 2 名

〈当年度受入額〉 〈当年度末残高〉

貸付金

損失補償・債務保証額

１　政策目標

〇

1

2

3

中小漁業者が設備投資等の際に必要となる資金を、低利で
融資を受けることが出来るように、融資機関に対し利子補給
などを行う。

法人に委ねる理由

中小漁業者の漁業経営に必要な資金の融通を円滑にす
るため、金融機関の貸付について、その債務を保証す
る。

説明

中小漁業者が融資機関から借入れる際の、債務保証に
ついては、中小漁業融資保証法により、漁業信用基金協
会が行うこととなっている。

その他

３　事業実施状況

県が直接実施するよりも効果的・効率的に事業実施可能

事業の評価、今後の方向性事業費(千円) 主な実績事業概要

債務保証額（R6）
　　3,985百万円

県の役割

中小漁業者等が漁業経営等に必要な
資金を借入れる際に、金融機関に対し
て負担する債務を保証する。

漁協・信漁連等と緊密に連携を図りな
がら、保証取扱の維持増大に努める。

事業名

団体の役割

保証債務

県が直接実施することが困難

■収益性の高い魅力ある経営体の育成

漁業・養殖業の収益性向上のために必要な設備投資や運転資金の融資を低利で受けることができ、融資の円滑化を図
るため、金融機関に対して負担する債務を保証する。

４．県の政策との関連性

２　県との役割分担

３．県財政負担の状況（千円）

出資金

委託料

補助金

２．組織・人員の状況（３月３１日現在）（続き）

176負担金 損失補償・債務保証残高

貸付金残高
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【共通】

５．中期経営計画等の進捗状況・事業目標の達成状況 ◎　達成　　○　一部達成　　×　未達成　　－　未実施

№

〇

①

②

③

④ [１点]効果を概ね実現している　 [２点]十分実現している 2

（計画達成状況の判定）

判定項目 評価基準 点数

中期経営計画の策定

合計 6

事業目標の達成 [１点]事業目標を１項目達成 　　 [２点]２項目以上達成 1

県が期待する効果の実現

中期経営計画の目標達成 [１点]目標を１項目達成　　　　　　[２点]２項目以上達成 1

[２点]中期経営計画（計画期間３年以上）を策定している 2

評価結果 評価理由

十分実現している 信用力が脆弱な中小漁業者等が生産性の拡大や向上のため、融資を受け
られるよう積極的に保証引受を行っている。
また、全国的に漁業不振が続き、保証機関の経営状況が厳しいなか、安定
して利益を計上しており良好である。

概ね実現しているが未実現の部分がある

実現できていない

（県が期待する効果の実現）

事
業
目
標

③
（実績）

項目名

4,142,140 3,985,238

②
（計画）

（実績）

債務保証承諾額
（計画）

①
5,176,000 5,176,000 3,568,000
4,197,935（実績）

（目標値設定の根拠・考え方）

（翌年度に向けての改善事項等）

R4 R5

（目標値設定の根拠・考え方）

（翌年度に向けての改善事項等）

R6 備考

実績 (R　)
R6 計画上の目標値 最終年度

④

No. 項目名 達成状況

③

32,829

(R　)

No. 項目名
R6 計画上の目標値 最終年度

実績

最終年度
達成状況

実績 R6 (R8)
計画上の目標値

達成状況

中
期
計
画

保証取扱いの維持・確保、及び延滞の抑制、適切な代位弁済等、社会的・経済的環境変化の影響を受けた漁
業者への対応に努めることにしている。

27,744.0

(R　)

◎

（目標値設定の根拠・考え方）
令和６年度に第10次中期事業推進計画を作成した。目標値を設定する際には、前年度実績、将来の環境変化等を考慮し、令和８年度
末を最終年度としている。

②

項目名
R6

（翌年度に向けての改善事項等）

（目標値設定の根拠・考え方）

No. 項目名
R6 計画上の目標値

31,149

（翌年度に向けての改善事項等）

達成状況
実績

①

第10次中期事業推進計画
　　　　　　　　　（当期利益）

最終年度

No.

（計画）
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【公益法人会計基準適用法人以外用】 直近の決算日： 令和 7 年 3 月 31 日

①

②

③
④
⑤
⑥

189.44

※判定項目ごとに評価基準に基づき採点

各財務数値の増減理由及び各種引当金の設定状況等

対前々年度比対前年度比

112.25-

営業外収益(I)

46.77

99.87

34.20

62,529                

70.37

32,829
32,829             

営業外費用 31,153                

32,829

　　うち県財政負担額(J)

107.27
237.58

法人税等
70,18862,529

62,529

-

-

-
18,903             

96.95
99.51

56,516             

80.70

64.07

112.25

95.30

74,778             

67,536

104.90
-

5,478,180

57,280             

33,566               32,829             32,829                         
売上高 経常損益 当期純損益 準備金計上前当期純損益

６．財務の状況

点数
R5R4

数値・比率数値・比率 数値・比率対前年度比

80.1211.41 42.29

294,257               

R6

-

5,671              

112.25
112.2570,188             

特別損益

70,188

5,311,529 96.96

5,311,529         
-

5,478,180         

70,188             

99.87
15,151,662

20,629,842

営業損益

経常損益(K)

-

-

67,870

-
売上原価

売上高(E) 239,191           

　　うち人件費(G)

負債合計

　　うち長期借入金
1,473,730             固定負債

販売費及び一般管理費
　　うち人件費(H) 58,291                

-283,245               

782                    

50.97

-737               

46,296             
-

-

211.19

-13.00
52.0333,566

46.77

9,634               

105.76

103.99

77,497             

294,257           

-

123.02

146,532           

70,228

151.26

103.64

96.96

46.77
-

32,829             

102.8958,149             

15,540,337 102.57

【損益計算書】

-
96,877             

-

197,056           
105.00
123.81

1,474,752         

-団体債務保証額
35.13

-
県債務保証又は損失補償額

211,649               

15,868,328
5,485,211             

50,560                

5,485,211

102.3295.50 14,065,585       
#VALUE!-

　　うち県財政負担額(F)

501                 

-

176                 

56.63

54,159             

1,404,514         
159,155           

95.48

-
75.20

107.12

-

13,747,148       
#VALUE!-

422,400               

-
93.96

その他
　　　 利益剰余金

　　　うち県借入額
　　うち退職給付引当金

株主資本

純資産又は資本合計(D)
62,529                

-
14,394,598           
21,353,540 101.1

100.11
250.97

14,099,481       

103.15
-

20,851,866

6,752,385         

R5

45,268             

繰延資産

40,888             

流動負債(C)

　　　うち県借入額
　　うち短期借入金

14,387,033           

6,966,507             

R4
対前年度比

16,292                

【貸借対照表】

　　うちたな卸資産

資産合計(B)

固定資産

金額

　　うち金銭債権額
-

6,545,870         

項　　　　　　　　　　目

96.6

-

流動資産(A)
110.71

（単位：千円、％）６．財務の状況

金額

97.89

R6
金額 対前年度比対前年度比

14,083,972       

-60,142

-

-
23,425                -

-
71,285                

-

-2.0 

当期純損益率(L／E)

経常損益率(K／E) 14.24 26.97

14.80 29.34 198.23

「財務の状況」判定項目

2,387                  

46.77

【事業（セグメント）別】
（会計方針の変更による影響額）

準備金等計上前当期純損益

-

税引前当期純損益
-

-

21,922             
64,517

当期純損益(L)
-

純資産又は資本合計比率(D／B) 0.025.69 26.55 103.38 25.47 95.93 99.16

-2.0 38.02 75.3711.16

流動比率(A／C) 0.099.95 102.45 102.50 100.24 97.84 100.29
県財政負担率((F+J)／(E+I)) 0.00.00 0.00 0.00
人件費比率((G+H)／E) -1.0 13.80 23.63 171.22

-5.0 
19.76 83.64 143.20

合計
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【共通】

７．経営内容及び事業活動についての総合判定

（団体の自己評価）

５点以上：Ａ －４点以上５点未満：Ｂ －４点未満：Ｃ

概ね良好 改善の余地あり 一層の努力が必要

（県の評価）

※評価の内容、県評価での加点・減点、総合判定の理由

（加点・減点を行う場合は、点数及び理由を具体的に記載ください。）

（今後の県の関与の方針）

収益性の高い漁業経営体を育成するため、新たな設備投資の際の制度資金の活用や漁業者の要請に応じた債務保証
の迅速かつ円滑な取扱いが図られるように、今後も連携を強化していくとともに、長崎県漁業信用基金協会が安定した
経営を持続できるように業務・財務についても適宜助言していく。

※事業活動・経営内容の評価・今後の課題及び改善事項等

合計点数 3.0
漁業信用基金協会の経営の健全性を示す基準である弁済能力比率（200％以上であれば経営は健全と判断される）は
5,317％と非常に高く、全国的に厳しい経営状況の中で本県の基金協会は平成14年度以降毎年利益計上できており、
経営は良好と判断される。また、漁業信用基金協会は、赤潮被害を受けた養殖事業者の早期回復に向けた県及び市
の金融支援事業の遂行にあたって金融機関等関係団体と緊密に連携するとともに、中小漁業者が安心して融資を受け
られるよう積極的な補償引受を行っており、本県の水産業の振興に大きく寄与している点を勘案し、２点を加点した。総合判定 B

総合判定 Ｂ

当協会は、国の「求償権償却経費助成事業」等を積極的に活用するなど、漁家経営の安定のために保証取り扱いの維
持増大に努めている。また、継続して経営改善に取り組んだ結果、平成14年度以降は毎年利益計上できており、経営内
容は良好である。

「計画達成状況」「財務状況」の合計点数 1.0
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